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計測器

振動計 ﾘｵﾝ VM-63A　

絶縁計 KYORITSU KEW 3021

電流計 SANWA DCL-10

風量計 KANOMAX ANEMOMASTER 6003

板厚測定機 ＪＦＥアドバンテック　ＴＩ56Ｋ

回転数計 ONOSOKKI HT-4100

テスター SANWA PM-3

デジタルノギス ｼﾝﾜ DIGITAL CALIPER 200mm

距離測定機 Tajima  F03　40ｍ

角度計 ﾆイｶﾞﾀｾｲｷ DL-290L e-tecno

スモークテスター ｼﾊﾞﾀ 080270-01

溶射 日本ユテク㈱　SUPERJET-S-EUTALLOY

Vﾍﾞﾙﾄ ﾃﾝｼｮﾝ ﾒｰﾀｰ 三ツ星ベルトペンシル型ベルトテンションゲージ

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾙｸﾚﾝﾁ KTC-GEK085-R3

超音波探傷器 クラウトクレイマーUSM-25

設備診断器 ＪＦＥアドバンテックＭＫ-210ＨＥ-Ⅱ

e-tecno

風速測定 板厚測定

絶縁測定 振動測定

回転数測定 張力測定
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ベアリング診断
異常時に発生する特徴周波数

判定基準値

（絶対値判定基準値）
     ･ 　一般回転機械に多様されております「ISO評価規格」を比較基準値といたしました。

この基準値は、設備寿命の途中から振動法による設備診断を行う場合に多く用いられ、標準
的な三相交流誘導発電機やﾌﾞﾛﾜ並びに遠心ﾎﾟﾝﾌﾟなどについて、過去の経験から割り出され
た判定方法です。設備によっては、柔構造な基礎の場合、振動加速度値が管理値を超える時
もあります。
　判定基準は、下表に示します。

ISO振動評価規格 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ評価基準

振動ｼﾋﾞﾘｱﾘﾃｲ 小型機械 振動ｼﾘﾋﾞｱﾘﾃｲ ｸﾗｽ1

mm/s(RMS) 判定 m/s^2E(PEAK) 判定
0-0.71 良 0-5 良

0.71-1.8 可 5-10 可
1.8-4.5 注意 10-20 注意
over4.5 危険 over20 危険

（相対判定基準値）
     ･  絶対値判定基準と同じ様に一般回転機械に多様されている判定基準法です｡

同一部分を定期的に測定して時系列比較し､正常な場合の値を初期値として､その何倍に
なったかを指標に設備状態を判定する方法です｡
 
正常(初期値)の1.5～2.0倍が注意領域､約4倍が異常領域とされています｡

（相互判定法）
     ･ 同一種類の機械が複数台ある場合､それらを同一条件で測定し､相互比較することでそれぞれ

の設備状態を判定する方法です｡

回転機械の代表的な異常と発生周波数領域
     ･ 回転機械の振動は主に全体振動と局所欠陥振動とに分けられます｡以下は回転機械に発生

する代表的な異常とその発生周波数領域を示しています｡

　ｆｒ

全

体

欠

陥

局

所

欠

陥

　ｆｒ：回転振動数=回転数［rpm]/60
e-tecno

fb = D/d fr { 1-(d/D)2cos2α)}

内輪異常特徴周波数

fi = z/2 fr ( 1+d/Dcosα) 

外輪異常特徴周波数

fo = z/2 fr ( 1-d/Dcosα) 

転動体異常特徴周波数

保持器異常特徴周波数

fc = 1/2 fr ( 1-d/Dcosα) 

Z : 転動体の数  D : ﾋﾟｯﾁ円直径  α: 接触角

fr : 軸の回転周波数  d : 転動体直径

異常･欠陥 発生周波数 領    域

ｱﾝﾊﾞﾗﾝｽ

ﾐｽｱﾗｲﾒﾝﾄ

軸曲がり

ゆるみ､ｶﾞﾀ

ｵｲﾙﾎﾜ-ﾙ

ﾓ-ﾀ-の電気的異常

ころがり軸受の損傷  約 5～30 ［kHz] 加

速

度

領

域

軸受の接触        6～7 ［kHz]

歯車の欠け､摩耗  数[kHz]～数10［kHz］

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ-弁板の損傷  数[kHz]～数10［kHz］

D

α

d

SAMPLE

SAMPLE



【修理経過】

クレーン年次点検中に巻上げモーター部より異音を確認したためベアリング交換を実施、

ベアリング交換中、カップリングにギャップも確認された為カップリング、ベアリング及びオイル

シールを交換した。

【修理内容】

ホイスト型式　：　KH-5NDH-5B

製造番号　：　８３０１９０１　１９８３年製

製品重量　：　８９０ｋｇ

交換部品内訳

ベアリング（７１１）各１個の３個

オイルシール（７１２）

オイルシール（７１５）

モーターシャフト（８５１，８５１－１，２）

カップリング（８６０）

① 部番８６０（カップリング）及び部番８５１（モーターシャフト）によるカップリングギャップ

があり部品交換した。

② カップリングギャップによる傷およびヒビ割れ

e-tecno

① ②
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定期点検表 定期点検は,装置の安全維持に必要ですので6カ月を目安

機械NO に行って下さい｡

点検項目 点検方法 判定基準 日   付

ﾌ 吸引状態 風速計･ｽﾓ-ｸﾃｽﾀ- 風速の確保

I 摩耗･腐食･変形 表面状態の目視 摩耗･腐食･変形がない事

ﾄﾞ 改造 目視 初期形状と同じ事

粉塵の堆積 点検口から目視 堆積がないこと

ﾀﾞ 摩耗･腐食･変形 超音波厚さ計 板厚が3/4以上であること

ｸ ﾎﾞﾙﾄ･ﾊﾟｯｷﾝの欠落 ﾌﾗﾝｼﾞ部の目視 欠落がないこと

ﾄ 接合部のｴｱ-ﾘ-ｸ ｽﾓ-ｸﾃｽﾀ-及び聴診 ﾘ-ｸがないこと

風量調整弁 開度確認 規定の開度であること

ﾌｨﾙﾀ-取付･吹き漏れ 清浄室内の目視 室内に粉塵がないこと

ﾌｨﾙﾀ-劣化 ﾌｨﾙﾀ-の触手及び 摩耗がないこと

目視 粉塵の固着がないこと

払い落し機構 作動確認 規定の作動をすること

本 扉部のｴｱ-ﾘ-ｸ ｽﾓ-ｸﾃｽﾀ- ﾘ-ｸがないこと

ﾊﾟｯｷﾝの片寄り､劣化の 片寄り,劣化がないこと

体 確認

ﾌﾗﾝｼﾞ部のｴｱ-ﾘ-ｸ ｽﾓ-ｸﾃｽﾀ-及び聴診 ﾘ-ｸがないこと

ﾎﾞﾙﾄ,ﾊﾟｯｷﾝの欠落 目視 欠落がないこと

ﾎｯﾊﾟ-内粉塵の堆積 点検口から目視 壁面への付着

腐食･摩耗 超音波厚さ計 板厚が3/4以上であること

ｽｸﾘｭ-ﾌｨ-ﾀﾞ-･ﾛ-ﾀﾘ- 作動確認 異常音･異常振動･粉塵の

ﾊﾞﾙﾌﾞ 固着がないこと

排 中間閉塞 点検口から目視及び打撃 閉塞がないこと

出 音

部 電流 ｸﾗﾝﾌﾟﾒ-ﾀ- 規定値

絶縁抵抗 絶縁抵抗計 規定値

ﾁｪ-ﾝのたるみ 目視 規定値異常のたわみがないこと

油切れがないこと

ｹ-ｼﾝｸﾞ外部の摩耗･ 目視 摩耗･腐食･変形がない事

腐食･変形

ｹ-ｼﾝｸﾞ内部･羽根の 点検口･ﾏﾝﾎ-ﾙより目視 摩耗･腐食･変形がない事

摩耗･腐食･変形 粉塵の付着･堆積がないこと

回転数 回転計 規定回転数1760rpm

ﾌ ﾍﾞﾙﾄのたわみ量 ﾃﾝｼｮﾝﾒ-ﾀ- 規定値

ｧ ﾌﾟ-ﾘ-の損傷 目視 摩耗･損傷がない事

ﾝ ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞのﾌﾞｯｼﾝｸﾞの 目視 亀裂･欠損がないこと

劣化

軸受異常音 聴診 異常音がないこと

軸受振動 振動計 規定値以下

軸受温度 温度計 30deg以下70℃以下

軸受給油 目視 規定値

ﾌ 振動 振動計 規定値

ｱ 表面温度 温度計 30deg以下70℃以下

ﾝ 電圧 ﾃｽﾀ- 規定値

ﾓ 電流 ｸﾗﾝﾌﾟﾒ-ﾀ- 規定値

I 絶縁抵抗 絶縁抵抗計 規定値

ﾀ
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